


巻頭図版 1

l 高井東式羽状沈線(在地)表 2 高井東式羽状沈線(在地)裏

3 高井東式波状縁降帯文(在地)表 4 高井東式波状縁隆帯文(在地)裏

5 高井東式波状縁隆帯文(搬入品)表 6 高井東式波状縁隆帯文(搬入品)裏

7 安行 l式帯縄文系(搬入品)表 7 安行 l式帯縄文系(搬入品)裏



上段 :前原遺跡出土遺物 巻頭図版 2
下段左:前原遺跡勾玉未製品集中一面 右:同二面



上段:反町遺跡出土遺物中段左 :反町遺跡 SJ48勾玉未製品集中 同右:同 S]48遺物出土状況 巻頭図版 3
下段 1 剥離痕 2 :敵打痕 3 :敵打研磨痕 4 :同(腹部) 5:同(面取り) 6:穿孔痕
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水品製勾玉の製作とその工程

上野真由美大屋道則

要旨 埼玉県桶川市の前原遺跡と東松山市の反町遺跡から検出された古墳時代前期の水品製勾玉製作関連遺物

を分析し、その製作工程、製作過程を検討した。また、時代背景の中に遺跡の位置づけを行った。

遺物の製作工程については、1:未調整、 2:剥離、 3a:敵打・粗目研磨a (D字成形)、 3b:敵打。粗目研

磨b (C字成形)、 4:穿孔、 5:i自主打・組目研磨 c (勾玉形整形)、 6:光沢研磨、に分けた。更に、各工程に

帰属する遺物について、 途上品、終了品、破損品、保留品、 廃棄物を弁別し、 一回起的な製作の実態と、ヤマ

ト王権との関係についても推定した。なお、緑色凝灰岩製の管玉は別途検討する。

はじめに

2006年に行われた発掘調査によ って、埼玉県東

松山市反町遺跡から水晶を原材料とした勾玉製作

に関連する遺構と遺物が検出された。これは古墳

時代前期のものとしては初出例であり 、翌年2007

年に日本考古学協会でその概要を報告した (上野

他2007)。同2007年に桶川市前原遺跡から も同様

な例が検出され、前原遺跡は2010年に、 反町遺跡

は2012年にそれぞれ報告書を刊行 し、 資料を公表

した(上野他2010、2012 巻頭図版 2、 3)。

協会発表及び二遺跡の報文中では、玉類の製作

について検討が不十分で、あり誤りも見られたため、

今回、再考する事とした。

なお、両遺跡共に緑色凝灰岩製の玉類も検出さ

れているが、今回は取り上げていない。

山地凹絶 丘陵台地低地 o Wk凪

1 遺跡の位置と概要

前原遺跡は埼玉県桶川市に、 反町遺跡は東松山

市に所在する。いずれも古墳時代前期の集落跡で、

前原遺跡では l軒(水晶凝灰岩)、反町遺跡では

2軒 (1軒は水晶-凝灰岩、 1軒は凝灰岩のみ)

の製作跡が検出されている。両遺跡の中間やや反

町遺跡寄りには、管玉未製品を大量に出土した正

直 (し よう じき)遺跡、正直遺跡の北西約 7kmに

は緑色凝灰岩の産地(葛袋:くずぶくろ)が所在

する。水晶については、周辺に大型結晶の産地は

ない。

第 3図に反町遺跡、第 4図に前原遺跡の全測図

をそれぞれ示 した。

第1図埼玉県の地形と遺跡の位置 第2図遺跡周辺の地形
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2 概念規定と課題

玉類の製作に関する考古学的な取り扱いは、

1966年に刊行された寺村光晴の『古代玉作の研究』

によって、体系的な取組として定式化された。基

本的にはこの枠組みを踏襲する形で、今Hまで50

年間に亘って研究が進められてきた。

前原遺跡、反町遺跡から出土した関連遺物の報

告に際しでもこの枠組みを踏襲したが、その一部

は研究史的な枠組みとは必ずしも合致しないので、

予め概念規定を示すと共に、研究史上の課題の一

部についても言及した。

なお研究史については、河村 (2010)、米国

(2013)が詳しい。

2-1 概念規定

まず、概念規定を示す。

勾玉の製作:現存的な表現である石器作りや土

器作りに対して、過去を対象とした考古学の学術

的表現は、「石器製作jや「土器製作jであるの

で、ここでは「玉作」ゃ「二五作り」ではなく、

「勾玉の製作jや「勾玉製作」を使用した。

製作者と製作場:勾玉の製作者と製作場所につ

いても、定義が不明確な[工人Ji工房」ではな

く、「製作者Ji製作跡・製作場所」を使用した。

単位動作:i対象に対して変形が加わること」と

して理論的に把握可能な最小単位の動作、すなわ

ち、一回の剥離、一往復の砥石の動きなどを指す。

。

o 40m 
i-一一一一一一→一一一一一-::Jl:160[

第3岡 反町遺跡玉類製作関連部分の全測図
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遺物の観察から、単位動作の全てを識別できるわ

けではない。

手法、製作手法:個体毎の具体的な製作手順を

示すものである。理想的には、出発点である原材

料の諸属性、途中の単位動作の連続、そして終着

点である製品の諸属性として定義される。

技法、製作技法:他の技法と弁別される事で認

識可能であり、個体毎の製作子法から抽象化して

共通点として設定されるものである。理想的には、

出発点である原材料の諸属性、途中の工程の連続、

そして終着点である製品の諸属性として定義され

る。また、工程のまとまりとしても定義される。

工程、製作工程:前後の工程と弁別される事で

認識可能であり、個体毎の製作手法から抽象化し

て共通点として設定されるものであって、この工

程が実施されている各個体の製作手法を包括する

ものである。具体的には、単位動作のまとまりと

{/' 

¥ 

¥。

第 4図前原遺跡の全測図

して定義される。また、技法の構成要素としても

定義される。

製作過程:製作工程は労働対象に重点を置いた

捉え方であり、製作過程は労働主体に重点を置い

た捉え方である。また、その遺跡内で通時的に生

起した事柄の記載に使用する場合もある。

原料:製品のもとになる労働対象であって、運

輸労働以外の労働が対象化されていないもの。

材料:製品のもとになる労働対象であって、運

輸労働以外の労働も対象化されているもの。

原材料:原料と材料を一括した名称で、両者の

区別が付けがたい場合に使用する。

研磨:製作途上の遺物に残された研磨の痕跡は、

ややきめが粗くザラついており、光沢は見られな

い。これを粗目(ザラメ)研磨と呼び、光沢研磨

とは区別する。粗目研磨が進むと、敵打痕が除去

されてやや平滑に見える。

2-2 遺物の工程内位置

玉類の製作に関連した遺物を取り扱う際には、

どの工程に関連するのかを表現する事が通例とな

っている。たしかにその遺物が「研磨J工程に関

連するという記載は必要であるが、それと同様に

「研磨中」なのか、「研磨が終了」して次の工程待

ちか、「研磨中に破損Jして廃棄されたものか、

と言う判断も重要である。

遺物の状態に関する具体的な可能性としては、

以下の五類型が考えられる。

途上品:ある工程の途上で何らかの理由によっ

て製作が中断されたまま、今日まで残されたもの。

破損品:製作の途中で破損し、製作を進める事

が無意味になって中断されたもの。

終了品:ある工程が終了し、次の工程が実施さ

れるのを待ったまま、今日まで残されたもの。な

お、終了品の特殊な形態として、「完成品」ゃ

「製品」が存在している。完成品は、最終工程の

終了品であり、未だ工程内にとどめられているも

のを指し、工程外に搬出された場合に製品とする。
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保留品:廃棄するほどではないが、必ずしも状

態が良好ではないため、工程の中にとどめる事を

一旦保留し、工程から外したもの。作業の進捗状

況によっては、再度工程内に戻され使用される事

もあり得る。

廃棄物;不要となった剥片類などである。

工程に関連した遺物は、この五類型(途上品、

破損品、終了品、保留品、廃棄物)に分類可能で

ある。各類型は、同ーの工程に関連する場合であ

っても、そこに残されている意昧が大きく異なっ

ている。遺物が何故そこに存在しているかを考え

るためには、工程分類だけでは不十分であり、こ

のような工程内位置の分類が必要である。

従来の報告・研究でも工程の復元は比較的重要

視されていたが、組成(工程内位置と数量)の分

析は今楼の課題である。

一つの工程

終了品

亡麗~I C::重重Eコ

第 5図工程内での遺物の位置付け

原材料

技法 l

「三協11竺作つ口弘2竺作一

2-3 工程の名称

寺村による管玉と勾玉の製作工程は、「荒割J

「形書IJJI側面打裂JI研磨JI穿孔JI仕上げ」と

して定式化されている。この中で、「荒割JI形割J

「仕上げ」は抽象的な、「側面打裂JI研磨JI穿孔」

は具体的な概念である。

1976年に河村が指摘したように、実際に一群の

遺物を観察し、その工程を認定する際には、加工

の種類と施されている部位を明確化した上でこれ

を工程として配列し、その後に加工目的を議論す

るべきであろう。「荒割」ゃ「形割」という目的

的概念では分類時の恋意性が高くなり、他者によ

る識別に支障を来す。管玉の製作工程を分析する

際にはこの図式は比較的有効で、あったが、ぞれを

そのまま勾玉に適用するのは困難であると同時に、

時として遺物の詳細な分析の障害となる場合もあ

る。例えば、柱状

工程内の作業開始 結晶の水晶と板状

で、産出するメノウ

について、同じよ

うな意味で荒割と

いう工程を見出す

必要はないであろ

I {JtPil~ I 
工程内の作業終了

時

間

↓

つ。

技法2

工程 l 単位動作

単位動作

工程2 単位動作

単位動作

工程3 単位動作

単位動作

工程4 単位動作

単位動作

製品

途上品

終了品

途上品

終了品 未製品

途上品

終了品

途上品

終了品/完成品

第 6図 用語の概念規定と凶式化
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3 遺物から見た製作工程

次に、既報告の前原遺跡と反町遺跡での水品製

勾玉の製作工程に関する記載について、その問題

点を整理し再検討を行った結果を示す。

3・1 報文中での記載

報文中では、水晶製勾玉の製作工程について以

下のように推定した。

①荒割:原石である六角柱体の結晶から、板状

に加工するまでの工程

②形割:荒く割れた板状の未製品に大まかな調

整を加えて形を整える工程(前原)

結晶体の先端部や表面の角部分を打ち

割ったものを、板状に大まかな調整を

加えて形を整える工程(反町)

③調整:細かな調整や、敵打によって半円形な

ど勾玉の原型を作り出す工程

④研磨・穿孔:全体を研磨し、穿孔を加え仕上

げる工程

これは、従来研究の成果を援用し、検出された

遺物群に対して当てはめたものであった。荒割と

形割は抽象的な概念であり、調整と研磨・穿孔は

具体的に遺物に残された痕跡から弁別できる概念

である。報文中では荒割と形割として資料を例示

したが、明確な基準によるものではない。また、

遺物表面に細かい敵打痕が認められた事から、

「側面打裂」については、「調整」として「細かい

剥離」、「敵打」の痕跡が見られるものを一括した。

更に、頭部が残存していない勾玉形の破損品につ

いては、穿孔の有無が判断できなかったため、

「穿孔」と「仕上げ」を一括して「研磨・穿孔」

とした。

第1表報文中の工程名称

寺村の工程名称 報文中での名称
l 荒割 1 荒割
2 形割 2 形割
3 側面打裂 3 調整
4 研磨
5 穿孔 4 研磨・穿孔
6 仕上げ

3・2 今回観察した痕跡と推定した工程

前原遺跡から出土した遺物の観察を行うととも

に、反町遺跡から出土した遺物を補助的に用いて、

製作工程を見直した。

①水晶製遺物の表面に見られる製作の痕跡は、剥

離痕、敵打痕、粗目研磨痕、穿孔痕の五種類で

ある。

②原料水晶の中には未調整のものが含まれており、

剥離痕以前に未調整が存在している。

③剥離は、略D字形を目指して行われており、議Ij

離のみで、蔽打痕、研磨痕などが見られない個

体が多く存在している。

④報文中では、敵打を 13:調整工程」に、研磨

を 14:研磨・穿孔工程」にそれぞれ分類した

が、敵打痕と粗目研磨痕は不可分に共存してお

り、同ーの工程で実施されていると考えられる。

⑤穿孔が見られる個体の表裏面には敵打痕・粗目

研磨痕が見られた。

⑥面取りが部分的に見られる個体でも光沢を帯び

た研磨はなく、光沢研磨が存在しているとすれ

ば、最終段階である。

⑦以上から、暫定的に第2表の工程を想定した。

⑧この表では、 C字形の扶り込みがどの工程でな

されたか不明確である。

⑨敵打痕と粗目研磨痕がほぼ全面に見られる略完

形の遺物にはC字形の扶り込みが見られないの

で、 C字形の扶り込みを入れる工程は、 13.敵

打・粗目研磨痕」と 14.穿孔痕」の聞か、あ

るいは、 14.穿孔痕Jと 15.光沢研磨痕」

の聞のいずれかである。

⑩「敵打・粗目研磨痕」の見られる個体を観察す

第 2表製作痕跡と暫定的な工程

順番 痕跡 工程
未調整 未加工

卜子剥離痕 剥離

敵打・組目研磨痕 敵打・組目研磨

4 穿孔痕 穿孔

5 (光沢研磨痕) (光沢研磨)
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第3表 遺物からの観察事項と工程の名称

寺村の名称 報文中名称 見出された痕跡 今回の工程名称 具体的な行為

o (未認識) 0 未認識 。自然状態の分布
la探索 1 a資源として探索

未調整 lb採取 lb採取
1 c運搬 1 c製作場所への運搬

荒割 荒割
2a主要剥離面のみ

2 形割 2 形割 2 剥離痕 2 剥離
3 側面打裂 3 調整

2b二次調整

4 研磨 3 蔽打・粗目研磨痕 3 蔽打・組目研磨 a i3a D字形版に成型
b 13b C字形版に成型

5 穿孔 4 穿孔・研磨 4 穿孔痕

6 仕上げ
5 厳打・粗目研磨痕
6 光沢研磨痕

ると、面取りが行われているものと、行われて

いないものの二種類が見られ、両者は、別工程

に由来すると考えられる。

⑪「穿孔痕」が見られる個体で、面取りが行われ

ていないものが見られた。

⑫⑩~⑪から「敵打・粗目研磨痕」は二つの工程

に分かれ、それぞれが「穿孔痕」の前後に位置

すると考えられる。

⑬穿孔後の工程は従来は「仕上げ」とされていた

が、穿孔時には未だ板状であるため、勾玉形を

した板状の形態から面取り整形をして勾玉形に

する工程と、もしも実施されているとすれば、

光沢研磨の工程に分けて考えられる。

⑭反町遺跡の資料を援用すると、第 8図17につい

て、全面に「敵打・研磨痕jが見られ、穿孔と

面取りが行われておらず、かつ、挟り込みの融

担の痕跡が認められるので、 C字形の扶り込み

を入れる工程は、敵打・粗目研磨の後で、かつ

穿孔前に来ると考えられる。

⑮また、 C字形の挟り込みを入れる方法は、剥離

ではなく、敵打・粗目研磨であると考えられる。

ただし、当初は敵打・粗目研磨が、最終的には

粗目研磨が行われる。

⑩以上から、前原遺跡、反町遺跡での水晶製の勾

玉製作の工程を第 3表のように想定した。

⑫表では未着手の段階も工程として分類した。

4 穿孔 4 穿孔
5 敵打・粗目研磨 5 勾玉形に面取り整形
6 光沢研磨 6 表面九光沢をつける

4 各工程の状況

続いて、各工程に関連すると考えられる遺物に

ついて、観察結果を示した0

4-1 1:未調整(第 7図1-3) 

前原遺跡では 3点検出されており、量的には決

して多くないが、人為的な剥離痕を持たない水品

原石が確実に存在していた。第 7岡3は、小さす

ぎて使えなかったと考えられる。 l、2は次工程

に使用可能である。反町遺跡では未検出である。

4・2 2:剥離(第 7図4-22、第 8関 1-14) 

前原遺跡では終了品と考えられるものが10点、

反町遺跡でも終了品 5点、途上品 2点(第 8図1、

7)の合計 7点見られ、剥離のみの資料が最も多

く検出された。

前原遺跡、では保留品が 6点、破損品が 1点、反

町遺跡では保留品が 2点、破損品が 1点見られた。

魔棄物の中には、先端の六角錘を剥がしたもの、

結晶表面を剥がしたもの、実雑物を多く含む部分

を剥がしたものなども見られた。

この工程には、品洞から牲状結晶を折り取る際

に生じる、「結晶基部の剥離痕」を持つものも含

まれてしまう可能性がある。

剥離の工程内にあるものについては、ほぽ全て

が次の工程に進むと考えられる終了品で、多くの

ものが既にD字状を呈しており、左側面の直線部

分は自然面を利用したものが多かった。
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4-3 3 a : 1鞍打・粗目研磨a(D字形・非面取り)

(第 7図23-27、第 8図15、16)

前原遺跡では途上品が 3点、終了品が 1点(第

7図24)合計 4点あり、敵打と研磨の片方のみが

施された資料は見られず、敵打が見られるものは

研磨も見られた。反町遺跡では検出できなかった。

破損品はそれぞれ多少検出され、前原遺跡の第 7

図17では破損後に稜線の一部が研磨されており、

砥石の調整などに使用された可能性が考えられる。

敵打のみの資料が見られないことから、敵打と

研磨は同ーの工程の中で交互に行われていると考

えられた。僅かに敵打が見られる資料からも、研

磨の痕跡が見出された。

敵打と剥離の前後関係は、偶発的に生じたと考

えられるものを除外すれば、原則として剥離が先

行し、その後に敵打が見られた。

敵打と研磨の前後関係は、基本的には敵打の後

に研磨が見られた。

敵打・研磨面の状況は、全ての工程について、

以下の五種類に分類できた。

1.未研磨で敵打のみ。該当部分が白色化。部

分的にしか見られない(写真 1)。

2.パーカッションマークが明瞭に認められる

研磨(写真2)。

3.かなり削り込まれ、パーカッションマーク

が痕跡程度しか見えない研磨(写真3)。

4.パーカッションマークが見られないスリガ

ラス状の研磨(写真4)。

5. (可能性としては製品の光沢面)

この中で、当該工程では 1-4が見られた。

敵打・粗目研磨が施された遺物を観察すると、

いずれも、選択の結果として爽雑物が少ない部分

が使用されている。それ以前の工程で爽雑物が含

まれる部位は排除され、透明で爽雑物をほとんど

含まない部分のみが、勾玉として使用されたもの

で、あろう。

形態はD宇状を呈しており、直線部分は勾玉の

腹に、曲線部分は勾玉の背に相当する。剥離でも

意識されていたが、敵打・研磨が進んだ資料では、

上は厚く下は薄い形状が明瞭になっている。これ

は勾玉の頭は径が大きく、尾は径が小さいという

該期の勾玉の形態を反映していると考えられる。

大きさは、二~三分された。

作業の進捗と作業部位との関係については、敵

打・研磨の開始時点では、主として表裏面に敵打

と研磨が見られ、敵打・研磨が進んだ資料では、

表裏面と腹面の全面に敵打と研磨が見られ、いず

れも平面に近い緩やかな曲面に作り上げられてい

る。敵打・研磨がかなり進んだ資料では、表裏面、

腹面、背面の最凸部はかなりパーカッションマー

クが残った研磨であり、背面上下端部はパーカッ

ションマークが見られない研磨が、背面最凸部の

前後で、はパーカッションマークがかなり磨り減っ

た研磨が行われている。

4-4 3 b :敵打・粗目研磨b(C字形・非面取り)

(第 7図28、第 8図17-19)

前原遺跡では破損品が 1点、反町遺跡、でも破損

品が 3点見られた。割れ面以外の全面に敵打・研

磨痕が見られた。面取りは見られなかった。

第 8図17については、製作中に敵打によって破

損した可能性も考慮したが、割れ面の観察から、

既に敵打研磨によってC字状の形態を呈していた

と判断した。

4・5 4:穿孔(第 7図29、第 8図20)

前原遺跡、では破損品が l点、反町遺跡、でも破損

品が l点見られた。前原遺跡例では、表面は破損

による剥離面を除けば敵打と研磨が施されていた。

ただし、全面が一律な研磨ではなく表裏面はパー

カッションマークを明瞭に残した粗い研磨が見ら

れ、背面はパーカッションマークがかなり削り取

られたより進んだ粗い研磨が見られた。腹面は破

損により存在していなかったので不明であった。

表裏面と背面で研磨の具合に差が認められた理

由として、以下の事が考えられる。表裏面の調整
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は、取り扱いを容易にするために材料を板状にす

る必要があり、そのために施されたものであるが、

背面の調整は、勾玉背面の曲糠を作り出す工程を

含んでいるため、研磨を多用して、理想的な曲糠

を作り出す必要があったものであろう。

また、背面についてもパーカッションマークが

残る事ーから、形態を作り出す調整は研磨だけでは

なく、厳打と研磨を組み合わせていると推定され

た。ただし、穿孔が見られる資料においても表裏

面と背面の接続部分が面取りされていない事から、

面取りは穿孔後に行われたと推定される。

反町遺跡例は、穿孔前に錐の当たりを付けるた

めの、敵打中の破損であると考えられる。

4・6 5 :敵打・粗目研磨c(勾玉整形)

(第 7図30、32)

前原遺跡では、破片が三点見られた。面取り整

形が見られた。反町遺跡では検出できなかった。

4幽 7 6 :光沢研磨

出土遺物には光沢研磨は見られなかった。水品

製品には、伝統的に粗目研磨での仕上げが行われ

る場合があるが、勾玉については完全ではないに

せよ光沢研磨が行われている可能性が高い。

4-8 その他(第 8図21、22)

小型の剥片で稜線に研磨を受けたものが見られ

る。砥石の調整などに使用された剥片であろう。

5 接合資料

今回の検討により、前原遺跡では 2例、反町遺

跡では 1例の接合が新たに認められた。

第9図1は前原遺跡第 7図6、7の接合である。

立方体の形状を呈し、下面に結晶面の・部が残り、

表面と左側面は自然面である。結晶面と白然面と

の関連性から推定した1cからすると、素材は太さ

が3cm以上の大型結晶で、斜め方向に分割して 1

の素材を作り出していると考えられる。分割され

た2点については、分割f去に剥離によってD字形

とした剥離の終了品となっている。分割は腹部に

なる左側面側から行われ、ほぽ中央に棲数の打点

が残っている。 1aは剥離した側で、分割面は膨ら

みをもっている。中央には剥離された痕跡が残る

が、剥離加工したものか、分割時のものかは判別

できなかった。 1bは剥離された側で、分割面は凹

んでいる。 1aは分割面を表面に、 1bは分割面を裏

面に使用している。これは頭部とする上面を広く

とるためと考えられる。 1bはlaと比較すると上面

から背面、下面にかけての剥離が細かく加えられ

ているが、 lbの厚さが薄いため、小ぶりに加工し

たものと考えられる。やや厚手の1aについては、

この状態でD字形の剥離作業が終了したと考えら

れる。 1a、lbともに、ほぽ平坦な面については、

ほとんど剥離は加えられていない。稜緯部分には

敵訂の痕跡があり、剥離のため鋭利となった稜線

をj貴している。

2は前原遺跡第 7図13と報文第37図55の接合で

ある。小ぶりの単結晶を側面から剥離し、平坦面

を作り出し、 D字形の裏面としている。次に腹部

側の直椋部分を作り出すため先端部から剥離を加

え、斜め方向に割れている。基部は自然面である。

また表面に残る結品面の稜線はいずれも潰れてい

る。中央部分の結品面のみ白濁しており、他は透

明となっている。研磨の可能性が考えられる。 2b

は割れた先端部の剥片で、一側縁は研磨されてい

る。砥石の調整などに使用されたものであろう。

3は反町遺跡第 8図15と16の接合である。表面

と右側面、左側面の一部に結晶面が残存する。裏

面と t下面は自然面iが残っている。小型の結晶で

上下面に剥離を加えて平坦面とし、平坦な裏面は

そのまま使用し、それにほぼ直交する平坦に近い

左側面部分を腹部としている。 D字形を作出する

ため、結晶部分の稜線を剥離して平坦にする加工

時に割れて、臓棄されたと考えられる。剥離は矢

印方向から加えられるが、台石側からの作用で内

部から割れ、剥離が打点と逆向きになっている。

旬、 3bはそれぞれ石核と剥片として示した。
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6 出土状態

前原遺跡と反町遺跡での、水晶製遺物の出土状

況を検討した。

6・1 前原遺跡の出土状況

前原遺跡の第 2号住居跡からは、水晶製遺物が

集中的に出土している。また、緑色凝灰岩製管玉

の関連遺物や赤樺色メノウ破片も共伴している。

剥片類を除いた主要な遺物は床面直上といえる

出土状態であり、平面的には、間仕切り溝の内側

とその周辺を中心として、床面積の 1/4前後の

範囲内に集中的に分布している。持筆されるのは、

報文中で「勾玉未製品集中」としてとして扱われ

ているものである。 15点が出土し、 14点が水晶、

l点がメノウであった。調査時の所見から判断し

て、床面直下の浅いピットの中に、二段に分かれ

て水晶材料が埋納されていたものと考えられる。

ここでは、ごの「勾玉未製品集中」について、

住居跡床面直下の埋納と考え、第 2号住居跡床面

直下第 l号埋納遺構(略称:第 1号埋納遺構、略

号:S]2・SX1)とする。

第l号埋納遺構の特徴を以下に示す。

①剥離工程の途上品、終了品合計10点中、 9

点が検出された(第 7図4-12)。

②剥離工程の保留品合計 6点中、 2点が検出

された(第 7図18、19)。

③剥離工程の破損品と判断した 1点が検出さ

れた(第 7図20)。内部に亀裂が見られる

ものである。

④敵打・粗目研磨 a工程の途上品、終了品合

計4点、中 2点(第 7図24、26)が検出され

た。

⑤メノウの破片が 1点検出された。

⑥緑色凝灰岩は全く検出されなかった。

剥離工程を終了し、次の敵打・粗目研磨工程の
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実施をまっている水晶材料のほぼ全てが第 1号埋

納遺構に納められており、製作者は、ここから水

晶材料を取り出して、次の工程を実施したと考え

られる。この中に含まれていた剥離工程の破損品

と判断したものは、傷や大きさに問題があると考

えたが、埋納遺構内から検出された以上、破損品

ではなく、製作者の許容範囲内、つまり剥離工程

の途上品や終了品であった可能性が高い。

敵打・粗目研磨工程 aの半数が含まれていた点

については、工程内で作業中のものが埋納されて

いた事となり、一旦、作業を休止して埋納したか、

あるいは日々の作業の終了時点で埋納していたも

のであろう c 埋納方法の簡便さから、ここでは後

者であると判断した。また第 1号埋納遺構は、床

面上の敷物(枯草等)を剥がすとすぐに取り出せ

る深さにあることから、作業後の夜間には第 1号

A 

A 225m 

埋納遺構に関連遺物を埋納していたと想定したい。

第1号埋納遺構から縁色凝灰岩が全く検出され

なかった事かち、結果として緑色凝灰岩製管玉と

水品製勾玉の製作場所は同じだが、時間差、ある

いは別の製作者によったと考えられる。

なお、炉跡が二箇所検出された事は、本住居跡

が、後述する廃屋利用の製作場所であった可能性

を示している。 2号炉跡が本来の住居跡に伴う色

のであり、廃屋が製作場所として再利用された際

に、位置的に勾玉製作の作業に支障を来すため、

新たに 1号炉跡が作ちれたと想定したいc

メノウ製勾玉については、との場所で製作が行

われた可能性はあるものの詳細は不明で、ある。仮

に製作が行われていたとしても極めて少ない量の

製作に止まっていたと考えられる。

前原遺跡ではSJ2が製作場所であり、 SJ4などが

勾玉来製品集中
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とす(略称 :第 l号遺物集中、略号:SJ48-SXl) 廃棄場所であると考え られる。

る。第 l号遺物集中からは、事IJ離工程の途上品、反町遺跡の出土状況6-2 

終了品合計 7点中 3点、が検出された。埋められた反町遺跡では、第48号住居跡から水晶製遺物が

痕跡は見られず、数量も少ない事から、剥離工程のまた、緑色凝灰岩製管玉集中的に出土している。

を(第 8図7) 3 )、終了品(第 8図2、途上品の関連遺物や赤樫色メノ ウ破片も共伴している。

敷物の隙間に隠したものであろう 。また、破損品前原遺跡と同様に主要な遺物は床面直上にあり、

なども床面直上から検出されている。平面的には間仕切り溝を中心として、床面積の

なお、隣接するSD48から途上品、終了品、破1/4前後の範囲内に集中的に分布していた。北

損品、廃棄物などが大量に投棄されたような状況3、西コーナー付近の床面上に 3点(第 8図2、

で検出されている。の遺物がまとめておかれていた事が特筆され

反町遺跡では、 SJ48が製作場所であり、 SD48る。
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7 製作者と原料

水品製勾玉について、前章までに前原遺跡、反

町遺跡の遺物、遺構、そして両者の関係(出土状

態)について説明した。ここでは、両遺跡で見ら

れる幾つかの特質について検討する。

重要な点を以下に示す。

①両遺跡とも玉類の製作が忽然と出現し、少

量を製作し、比較的短期間で消滅している。

②原料は特徴的ないわゆる「草入り水晶」で、

産地は遠隔地の山梨県竹森と推定される。

⑨必ずしも使用に適さない材料も運び込まれ

ている。

④出土遺物には使用できない廃棄物のみなら

ず、途上品や終了品が多数合まれている。

⑤検出された途上品や終了品は、特定の工程

に片寄っている。

⑥全ての出土品を合わせても、一人か二人で

運べる程度の原料しか使用されていない。

7-1 強制力による製作の開始と終露

まず初めに①の開始、終了、製作期間について

見てみると、両遺跡とも水品製勾玉の製作が連綿

と行われているわけではなく、正直遺跡を除いて

は周辺に玉類の製作に関連した遺跡はないc 阿世

紀中葉から後葉の当該地域では、在地に玉類製作

者は存在していないにもかかわらず、高度な技術

と技能を必要とする玉類の製作跡が見られるとい

う事は、両遺跡での勾玉の製作は何らかの強制力

によって技術者の移動と共に開始され、再び何ら

かの強制力によって技術者の移動と共に終結させ

られたと考えなくてはならない。

製作物である水品製勾玉の需要を考慮するなら

ば、この強制力の実態は地域の首長と考えられる。

7-2 地械を越えた影響力の関与

しかしながら両遺跡での水品製勾玉の製作は、

一定の技能、技怖をもった製作者と、一定の強制

力を持った地域の首長との関係のみによって成立

するものではない。なぜならば既述のように地域

の首長の影響力が及ぶ範囲に玉類の製作者が予め

存在しておらず、⑦のように原料も産出しなL功ミ

らである。したがって、地域の首長が水品製勾玉

の製作を実施するためには、製作者と原料の両者

の調達が必要で、あって、地域を越えた極めて広域

的な影響力に頼らざるを得ない。

この地域を越えた極めて広域的な影響力の実態

は、ヤマト政権であったと考えられる。

7-3 水晶の採取者と勾玉の製作者の分断

更に、推定される水晶の産地が山梨県であるに

も関わらず③で指摘したように、勾玉製作には不

適当な原料や、不要な部位が持ち込まれている事

から、水晶製勾玉の製作者は自立的に原材料を入

手しているのではなく、与えられた原材料を用い

て製作を行っていたと考えられる。原料の探取者

が勾玉の製作工程を熟知していれば、不適当な材

料は持ち込まないであろうし、勾玉の製作者が自

ら原料の採取者を兼ねていれば、勾玉製作工程の

冒頭段階は水晶の産地で済ませて、厳選された剥

片類のみを効率的に遺跡に持ち込むであろう。

まとめると、以下のようになる。

1.地域の首長はヤマト政権に要詰して、水

品製勾玉の製作者と原料を招来した。

2.水晶製勾玉の製作者と原料の水晶は、ヤ

マト政権の指示を受けて、別々に当該地

域にもたらされた。

3.地域の首長は、製作者に原料を与え、数

量や大きさを指示して製作にあたらせた0

4.水品製勾玉が既定の数量に達した後、製

作者は速やかに当該地域を離れた。

5 .既定の数量はさほど多いものではなく、

比較的短期間の製作で終了した。

つまり前原遺跡、反町遺跡の注目すべき特質は、

阿世紀中葉から後葉という時代背景のもとで、ヤ

マト政権が地域の首長に対して、製品を供給する

のではなく、敢えて少量の玉類を製作するための

製作者を派遣し材料を供給したことにある。
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8 製作過程

続いて、製作に関わる状況をよ り詳しく理解す

るため、 更に具体的な工程の細部を検討する。

8・1 遺跡に残された製作工程途中の遺物

前原遺跡では、剥離工程の途上品、終了品が10

点、敵打 ・粗目研磨 a工程の途上品が4点検出さ

れている。その反面、敵打・ 粗目研磨 b工程以降

では、途上品、終了品とも検出されていない。

第 7章④に示したように、出土遺物には未製品

が多数含まれているが、製作場所の跡地から未製

品が豊富に検出される事は奇異で、ある。 既に多く

の労働力がつぎ込まれた未製品は製作者にとって

一定の価値を持っており 、廃棄または放棄される

理由の説明が必要で、ある。

出土遺物の量から見て、前原遺跡では一回起的

な水晶製勾玉の製作が行われていたと考えられる

が、遺跡内からある工程の途上品や終了品が多数

検出される とい う事について、以下のような状況

が想定できる。

1 .製作者は作業の段取り上の必要性から、

共同作業としてほぼ全ての原料に対して

剥離を加え、短時間の内にD字形の材料

を多数製作 し、 既定数+αを確保した。

2.敵打 ・研磨以降の工程は、各製作者が個

人的な作業として、一度に一個の材料を

確保 し、後半の工程を連続的に実施 し、

一点ずつ仕上げていった。

3.製作物が既定数に達した時点で、作業は

前原遺跡

途上完了 破損

0:未調整の原料

中止させられ、製作者が持参 した道具の

み携行が許され、原料、材料、途上品、

終了品など全ては持ち 出しを禁止 され、

強制的に異動させられた。

このように考える ならば、第 7章⑤で指摘した

出土遺物に見られる特定工程への偏りについて も、

-剥離段階のものが多量に出土する

→ 共同作業で一気に剥離工程を実施 し、

必要な材料数を確保し、貯蔵する0

・敵打 ・研磨工程のものが少数出土する

→ 個人的作業で一人が一個体ずつ仕上

げている最中のもの

といったように合理的に解釈可能で、ある。 なお、

敵打 ・粗目研磨 a工程以降が個人的な作業の工程

である とするならば、 製作者が一つの水晶材料を

敵打 ・研磨し始める と、これが終わらないうちに、

もう一つ別の水晶材料を取り出して敵打 ・研磨を

行い、二っとも半端な進捗状態のままで済ませて

いるとは考えがたい。つまり強制的に工程途上で

終了させられているならば、工程途上品の数量が

製作者人数の下限を表 していると考え られる。

前原遺跡の場合、共同作業で当初に製作された

D字形の材料の残りが10点、敵打 ・研磨工程以降

の工程で製作途上のものが4点という数量が、あ

る瞬間の工程内に存在する遺物の組成であって、

製作者の人数は最低四名と見る事ができる。

一方、反町遺跡も出土遺物の総量から判断して

一回起的な勾玉の生産であり、 D字形の材料の残

りが 7点、敵打・

前原遺跡

途上 完了破損

1 :剥離のD字形

2a:敵打・粗目研磨(D字)

2b:敵打・粗目研磨(C字)

10点

4点

↓全体的な作業

↑属人的な作業

↑高いリスク

7点 1点

2点

2点

研磨工程以降の工

程で製作途上のも

のが O点となる。

工程途上のもの

がO点という事に

ついては、個人的

な作業が O人では

なく 、第 8図17、

3:穿孔 l点 1点

4:蔽打・組目研磨(面取り) 2点
5:光沢研磨

第12図 前原遺跡と反町遺跡、の検出状況
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18に示した、敵打・粗目研磨 b工程の破損品がそ

れに相当していると考えた。そうした場合、想定

できる製作者数は最低二名である。第 8図17、18

は両者とも製作跡である5J48かち出土し、強い 4

撃で破損している。これらは既に扶り込みが見ら

れ勾玉の形態をしており、そのまま廃棄すると第

三者に転用される可能性があるために、故意に破

壊したものであろう。

ただし、この仮定には一つの大きな問題がある。

それは、予め製作されるべき勾玉の数量が示され

ているならば、残りの製作数量が工程途上の着手

済みの材料数と一致した時点で、新たにそれ以 t

の製作に者手しなくなるはずで、あり、遺跡から未

製品が出土する事と矛盾するという点である。実

際に遺跡から途上品が検出されるという事は、既

定数は既知であり、かつ完了数も既知で、あるにも

かかわらず、製品数が未知であると言う事になる。

つまり、完了品が工程から離れて製品として認

知されるまでに一定の時間差が存在し、かつ、完

了品の全てが製品として認知される事はないとい

う事態を想定しなければならない。

この前提の導入はかなり強引ではあるが、遺跡

の状況を最も合理的に説明できる。

ちなみに、後半の工程の途上品が多く出土する

遺跡もある。それらは、複数の製作機会が累積し

た遺跡であるか、後半の工程色分業化された結果

集積品が存在する状況にあったと考えられる。

8・2 未製品が持ち出せない理由

未製品を持ち出して他所の需要に応える事に対

しては、ぞれを阻む強制力が強く作用していると

見なければならない。未製品の流用が許容されれ

ば、各地点で供給された原料をその地点で最大限

活用せず、他所で流用する可能性が生じる。流用

は、勾玉製作の原料に関して、特定の首長に対し

て特定のものを提供するという、ヤマト政権の意

図を逸脱する行為となるので、当然の事として禁

止されているのであろう。

9 原料と製作場所

次に原料と製作場所について検討する。

9-1 原料水晶は品調の採掘か採取か

水晶は、本来的には晶洞中から産出するが、地

表面に露出した晶洞中の水晶は、旧石器から縄文

時代にかけてほとんど資源として利用し尽くされ

ているであろう。したがって、新たに晶洞を見つ

けるためには石英に富んだ堅い岩石を破砕する必

要がある。そして晶洞中の水晶を剖り取って採取

すれば、確実に基部に新しい割れ口が生じる。

出土遺物の中に結品基部に新たな剥離面を持た

ない水品が存在しているので、少なくとも原料の

一部は、堆積物中に埋まったものである。

ここでは、二次的な要因で土砂の中に埋没した

水晶を地表面で採取すると共に、一部を掘り出し

て利用したと考えておきたい。

仏2 勾玉の製作は集落の中か崩屋か

勾玉製作時の集落景観について考えると、以下

の三つの可能性がある。

1.集落が営まれ、集落の中の製作場所で勾

玉の製作が行われた。

2.集落が営まれ、集落の中の廃厘を製作場

所に転用し、勾玉の製作が行われた。

3.廃絶した集落の中で、ある程度密かに勾

玉製作が行われた。

四世紀代の関東地方では、勾玉は世俗的な生活

とは対極的な位置にあり、日常生活の世俗的な環

境の中で、勾玉の製作が行われているとは考え難

い。また、わずかなひび割れがあっても破損や廃

棄につながるような精密な工程について、わざわ

ざ暗い家屋の中で炉の明かりに頼って行う必要も

ない。製作者たちは廃村に導き入れられ、廃屋を

利用して壁がない柱と屋根だけの家屋の中で、自

然光のもと、製作を行っていたと考えた方が合理

的である。調査時に、床面に剥片が多数刺さって

いた状況を考えると、住居跡の床面上(の敷物の

上)で、製作が行われていた事は間違いないが、そ
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れは廃屋を利用した壁無しの仮小屋であろう。製

作跡に残されていた土器よりも、剥片類が廃棄さ

れた埋没途上の住居跡から検出された土器の方が

相対的に新しいという反町遺跡の事例や、前原遺

跡の第 2号住居跡に二つの炉が存在している点と

も整合的である。

9・3 製作場所は居住兼用か製作専用か

製作跡内の遺物の分布を見ると、間仕切り溝で

区切られた周辺から最も多く検出され、それ以外

の場所では、ほとんど見られない。このような遺

物の分布を合理的に説明するために、製作跡の間

取りについて二つの考え方が可能である。

①製作場所住居兼用

製作場所と住居は兼用されていた。遺物

が比較的多く分布する間仕切り溝周辺が製

作のための空間であり、遺物の分布がほと

んど見られない、炉の周辺や間仕切り溝の

反対側が居住のための空間である。

②製作場所専用

製作場所と住居は分離されていた。多く

の廃棄物が出る工程は製作工程の前半に集

中し、比較的短時間で経過する。反面、製

作工程の後半である穿孔、光沢研磨は多く

の時間を費やすが、日に見える大きさの廃

棄物はほとんど生じない。つまり、製作場

所内は具体的な作業毎に利用される空間が

規定されており、この工程別空間分割が、

遺物量の多寡を規定している。

ここで未製品のあり方を見てみると、前原遺跡

では床面上に小さな穴を掘り十余点を埋納し、反

町遺跡、でも床面上の敷物の隙聞に三点をまとめて

隠していたと考えられる。このような簡便な隠匿

方法は、製作者がごく短期のあいだ製作場所を離

れる事を示していると考えて良いであろう。つま

り、検出された製作跡は製作場所専用で、あって、

製作者自身はさほど遠くない別の場所に寝泊まり

しているとする事ができる。
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10 小結

以上の検討事項について、まとめと考察を示す。

10-1 水晶製勾玉の製作工程

水晶製勾玉の製作工程について、遺物に残され

た痕跡を中心として、以下のように想定した。

なお、反町遺跡、に関する協会発表、および前原

遺跡、反町遺跡の二つの報文で示した工程内容は、

以下の内容を以て訂正する。

1 :未調整

水晶を探索し、採取して当該遺跡まで運

搬、搬入する。

2 :剥離

細い結晶の場合にはー側面を剥離、やや

細い結晶の場合には両側面を剥離、太い

結晶では、結晶面や比較的平坦な自然面

を生かした石取りをして、それぞれ略D

字形で略板状の水品材料を製作する。既

に頭部が厚く尾部が薄い傾向が見られる。

3a:敵打・粗目研磨a

表裏面の全面と、腹背面の多くの部分に

ついて、敵打と研磨を加え、板状D字形

にする。

3b:敵打・粗目研磨b

板状D字形の水晶材料の腹の部分に敵打

と研磨を加え、板状C字形にする。後半

には専ら内磨き砥石を使用する。

4 :穿孔

板状C字形の水晶材料の頭の部分に敵打

によってわずかな窪みを付け、そこを手

掛かりにして、片面から穿孔を行う。

5:i識打・粗目研磨 c

穿孔をもった板状C字形の水晶材料に対

して、敵打・研磨を加えて面取りをしな

がら、完成品と同形の勾玉形にする。

6 :光沢研磨

完成品と同形の勾玉形をした水晶材料に

ついて、表面を研磨し光沢を与える。



10-2 水品製勾玉の製作過程

水品製勾玉の製作過程を以下のように想定した0

・地域の首長がヤマト政権に依頼して、製作者と

材料(山梨産)を招来した。

・ヤマト政権は、製作者を地域に派遣し、製作者

以外の者に水晶の探索、採取、運搬を行わせた 0

・地域の首長は、製作者に対して材料を与え、製

品の必要数量を指示して製作にあたらせた。

-製作者は、廃屋に導き入れられ、そこを作業小

屋に転用し、屋根はあるが壁がない状況で、自

然光の下、床面を空間分割して作業にあたった 0

・搬入された水晶は、勾玉の製作可能数量を明ら

かにするために、製作者の共同作業で直ちに剥

離され、略D字形態の板状にされた。

-略D字形態板状の水品材料は、作業場所の床付

近の浅い穴や敷物の聞に貯蔵され、適宜取り出

して製作に供された。

-製作者は、夜間には途上品や終了品を板状の水

晶材料と一緒に浅い穴や敷物の隙聞に隠し、作

業場所に比較的近いところで寝起きしていた0

・製作者は、略D字状の材料を貯蔵場所から適宜

取り出し、 一人が一個体ずつ完成まで一貫して

製作を行ったc

-製品の数が既定数に達すると、工程途上品は廃

棄あるいは破損後に廃棄され、製作者は直ちに

異動させられた。

10-3 水晶製勾玉と管玉の関係

前原遺跡、反町遺跡での水品製未製品の一括出

土には、緑色凝灰岩製の管玉未製品は混ざってい

ない。この事から、勾玉と管玉の製作者は別であ

ったと考えられる。ここでは暫定的に、北陸から

緑色凝灰岩を使用する管玉製作者が、山陰から水

晶を使用する勾玉製作者が、それぞれヤマト政権

の指示によって派遣されていたと想定したい。

更に、遺跡、の立地条件が緑色凝灰岩の産地に近

p事から、管玉の製作が先行し、やや遅れて勾玉

の製作が開始されたと考えて良いであろう。

10-4 水品製勾玉の系譜

水品製勾玉の系譜を以下のように想定した。

-発掘調査された水品製勾玉の製作跡の中で、前

原遺跡、反町遺跡は最も古く位置づけられる 0

・同様の時期に、出雲で水品製勾玉が製作されて

いた明確かつ確実な調査例はないQ

・現在の所、最古の水晶製玉類の製作跡は、京都

府奈具岡遺跡である。

-水品製玉類に共通する製作時の特徴は、敵打・

研磨であり、既存の水晶製玉類の製作者が、当

該期に各地に派遣されて水晶製勾玉を作り始め

た可能性が高い。

10・5 時代背景と遺跡の意味

関東地方の庄内式併行期は、いわゆる前野町期

であり、出土する土器は未だ弥生時代的である。

しかし、これに続く布留式併行期の前半は五領期

であり、五領期の土器は古墳時代的であって、該

期には生産、察相、統治の諸側面について、弥生

時代的なあり方から古墳時代的なあり方への急激

な変化が生じたものと思われる。

前原遺跡、反町遺跡での勾玉の製作は五領期の

後半(およそ四世紀中葉から後葉にかけて)に位

置づけられ、製作者(系譜的には丹後半島から出

雲地域の可能性)についても原材料(山梨県竹森)

に関しても、地域の首長が自前でまかなう事がで

きないものである。つまり、両遺跡の存在は地域

で完結するのではなく、時代背景を考慮すればヤ

マト政権との関係として捉えなければならない。

製作者が比較的自由に往来していたとする考え方

については、 8・1で示したように、未製品の遺存

が説明できないため成立しない。

初期ヤマト政権は首長連合であり、遠方の地域

を間接的に支配するために、適切に掌握できる地

域の首長の存在が必要で、あった。そして最終的に

は自己と地域の首長との関係を、支配と従属の関

係にまで発展させる必要があった。一方、地域の

首長にとっては、著しい変化の中で自らの立場の
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安定と領域の保全を行うために、より上位の権力

による認証が必要であった。四世紀中葉から後葉

に、関東地方で、玉類が一回起的に製作されていた

とp う事実は、ヤマト政権と地域の首長の相互利

益が維持されつつ、両者の関係が首長連合から支

配と従属の方向に巧みに変化させられてゆくとい

う時代背景の中で、理解する必要がある。

弥生時代後期から古墳時代前期にかけて、関東

地方の集落においても鉄製工具の導入によって、

木材の伐採と加工が効率的に進められるようにな

った。木製農耕具の効率的な生産は、農耕の飛躍

的な進展を保障し、大規模な土木工事をも可能と

した。その反面、気象条件による作物の壊滅的な

打撃、耕地の占有権益を保全するための隣接村落

との利害調整など、前代とは異なる様々な要件も

出現した。そしてその結果として、自然を制御す

るための祭杷、近隣との利害を調整するための広

域的な権力などが必要となった。このような状況

の中で、地域の首長はヤマト政権が主導する古墳

時代的な祭式を受容し、玉類の入手が必要となっ

たのであろう。

今回の検討結果からは、ヤマト政権側では地域

の首長が必要としている玉類について、実物を供

給するのではなく敢えて玉類の製作者を供給し、

自らの子で自ら必要とする祭具を作らせていると

結論できた。それは、該期の東国にあってはヤマ

ト政権と地域の首長との関係が、未だ完全な支

配・従属関係にはなく、連合的な意味合いを持っ

ていることに起因する。製作者と原材料の供給を

受ける地域の首長は、ヤマト政権にほぼ全面的に

依拠しつつも、自らの手で祭具を作り出し、自ら

使用すると共に配下のものに与えることによって

自らの権威を高め、地域に於ける支配力をよりー

層強める事ができる。このことは、地域の首長を

通じてしか東国を支配し得ない四世紀中葉から後

葉段階でのヤマト政権と、急激な変化の中で広く

支持を得なければ自己の立場が成立し得ない地域

91 

の首長にとって、共通の利益となったのであろう「

ここで注目すべき事として、該期にしばしば見|

られる小規模な鉄製品の製作跡の存在をあげておl
きたい。玉類製作跡と共伴する場合には、玉類の|

製作に必要な鉄製工具の製作あるいは修繕、副葬(

品の製作と言った考え方も見られるが、ここで、は、|

別の見方をしたい。

該期には依然として木製農具が主体を占めてい|

たが、消耗の激しい木製農具を効率的に製作する|

ためには伐採のための鉄製斧と加工のための鉄製|

工具が必須であり、既存の鉄製品の打ち直しと、

新しい鉄製品の供給は、生産を維持発展させるた|

めの生命線である。この鉄製品の打ち直しと新規|

供給についても、ヤマト政権は大陸からの鉄地金(

の供給を掌握しており、玉類と同様にヤマト政権|

が全面的に支援して、地域の首長に製作または修|

繕を実施させたと考えられる。前後時期での断絶|

性や、原材料の入手困難性に注目すれば、新しい|

技術の伝播や導入と考えるべきではなく、極めて|

政治的、意図的な事象として理解すべきである。 I

四世紀中葉から五世紀は、ヤマト政権が生産用 l 
具で、ある鉄と鮒E用具で、ある玉によって、物心の ( 

両側面から地方に於ける支配を急速に確立してゆ | 

く時期に当たる。四世紀中葉段階では、原材料と

製作者を地域の首長のもとに派遣して地域の首長

のもとで製作を行わせ、首長が地域を完全に掌握

できるよう便宜を図ったものである。これが十分

に達成されて以降の五世紀段階では、ヤマト政権

の管理下での製作に切り替え、製品供給を反復し

て行う事で、ヤマト政権への依存を実感させ、全

面的な従属を完成させていった也のであろう。

このように考えると、該期の関東地方に見られ

る玉類の製作跡や鉄製品の製作跡は、四世紀後葉

に特徴的なヤマト政権と地域の首長の過渡的な関

係の産物に他ならず、その具体例が前原遺跡や反

町遺跡、から見出されたと評価できる。このような

構造は、「鉄と玉による支配」と表現できょう。



10-6 r玉っくりの自立性」について

ここまで、関東地方に見られる四世紀代の玉類

製作は、極めて従属的である事を示した。

列島規模の玉類製作体制については、河村が詳

細に議論しているが、その捉え方は比較的自立的

である。ここでは河村の一連の研究の集大成であ

る『倭の玉器j(河村2010)で述べられている事

項に関して二、三の議論を示す。

同書の中には、古墳時代前期の関東地方の玉類

製作遺跡に関して以下の記載が見られる。

茨城県土浦市の鳥山遺跡と八幡脇遺跡について、

「出雲の玉っくりが丸ごと伝播したのではなく、

璃楢勾玉製作のみ飛んで伝わり、またこれが当地

の玉っくりの他の様相に変化をもたらすものでは

なかった。遺跡周辺に璃楢産地があるごとから推

して、当地の集団が出雲の璃楢勾玉に習い、その

活用を図ったのであろう。Jとし、さらに、「土浦

市鳥山遺跡・八幡脇遺跡の片面穿孔鳴瑞勾玉は、

古墳時代移行後の出雲玉っくりの組成の一部が技

術とともに遠隔地に伝播した事例であった。これ

らは、出雲の玉っくりと倭各地の地域集団との自

立的な関係を反映するものであろう。」としてい

る。また「少なくとも古墳時代に移行した途端に、

倭政権が玉っくり工人を統治機関に組み込み、製

作活動を管理統制するものに変わったといったも

のではない。弥生後期末における北部九州との地

域間連携、古墳時代移行後の遠隔地への技術伝揺

をみても、出雲玉っくりの自立性を否定すること

はできない。ここに認める現象は、必要とされる

器物製作をもって倭国における役割を自覚し地位

向上を図ろうとする側と、一方において、製作活

動を保障し、製品の共有化、普遍化を図ろうとす

る個別の機能との結びつきであった。」としている。

しかし既に述べたように、水品製勾玉の分析か

らは、やや異なった結論が導き出された。鳥山遺

跡や八幡脇遺跡についても、原材料の璃楢は玉川

産と考えられ、遺跡からは60km程度離れている。

また、製作された勾玉の工程毎の組成についても、

例えば鳥山遺跡では第13図に示したように、その

実態は前原遺跡や反町遺跡と本質的な遣いはなく、

一回起的な製作跡である。 四世紀中葉から後葉に

かけての玉類製作者が自立的であるとするならば、

一回起的な製作跡とそこに残された未製品につい

て合理的に説明することが困難である。

関東地方の古墳時代前期中葉から後半にかけて

の玉類製作は、在地の集団の存在を前提とするも

のではない。ヤマト政権によって制御されている

玉類の製作者が短期的に派遣されたと考えざるを

得ないものである。ヤマト政権による東国支配進

展のある段階で、必然的、過渡的、戦略的にもた

らされた事象であると解釈できる。

また北陸の玉類製作者についても、「古墳時代

への移行とともに、北陸西部に玉っくり集団が成

立する」とし「北陸西部の玉っくり集団は、経済

的および政治的要閃に基づいて三次的に編成され

た集団をなし、その成立と維持は倭政権との関係

を抜きにできないものとなるJと位置づけながら

也、「倭政権の機関が、律令の国を越えて分布を

みせる玉っくり集団を一元的管理と統制下に組み

込んでいたとは考えがたい」として、「玉っくり

集団」の一定の自立性を主張している。

しかし、「古墳時代に移行するとともに、玉の

製作地で玉類が多量に副葬されるといった現象は

姿を消す」ことと北陸西部の「碧玉製品の副葬状

況は、傭敵してみると、中心を離れ周縁にかかる

地域の様相ということができるJことから、玉類

の製作が自己の集団のためでなく、他者のための

ものである事を明らかにしている以上、ヤマト政

権の統制下にあったと考えたほうが自然である。

古墳時代前期の動向として指摘されている、北

陸での自給的でない碧玉製品の製作、出雲での各

種石材を使った勾玉の製作、そして両地域の相互

補完的な関係、これこそが玉類の製作者がヤマト

政権の支配に組み込まれた結果にほかならない。
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10-7 まとめにかえて

前原遺跡、反町遺跡から検出された玉類の製作

跡は、ヤマト政権によって制御されている玉類の

製作者が短期的に派遣されて製作にあたった痕跡

である。玉類の実物を与えるのではなく製作者を

派遣することは、ヤマト政権による東国支配進展

のある段階で必然的、戦略的にもたらされた事象

であって、生産力を規定する鉄製品の供給と修繕

の為の技術者の派遣と同様に、過渡的なものであ
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高橋進- 2002 r水晶製玉類の製作についてJr環瀬戸内海の考古学」古代占備研究会

千葉県文化財センター 1992 r研究紀要JI13 

寺村光晴 1966 r古代二E作の研究J固亭院大事考古学研究報告第三冊

寺村光晴 1980 r古代玉作形成史の研究j古川弘文館

寺村光晴他 1988 r茨城県土浦市鳥山遺跡』士浦市教育委員会

寺村光晴編

米田克彦

米田克彦他

米国克彦

米田克彦

謝辞

2004 

1998 

1999 

2005 

2013 

『日本玉作大観]古川弘文館

「出雲における古墳時代の玉生産Jr島根考古学会誌.115 

「島根県松江市大角山遺跡の再検討Jr島根考古学会誌Jl16 

「出雲における古墳時代玉生産の展開と独自性Jr玉文化.1 2 日本玉文化研究会

「古墳時代五文化研究の展望Jr玉文化Jl10 日本玉文化研究会

資料調査に際して、新潟県埋蔵文化財調査事業団、土橋由理子、山本肇、大橋泰夫、平岩俊哉、上高津

貝塚ふるさと歴史の広場、比毛君男、黒津春彦、十菱駿武、山梨水品会議、宮川守、東松山市埋蔵文化財

センタ一、宮島秀夫、江原昌俊、佐藤幸恵の方々のお世話になりました(敬称略、順不同)。

様々な論点について、河村好光、赤熊浩一、西井幸雄、大谷徹、福田聖の指導を受けた。

付記

この研究は、平成24年度研究助成「古墳時代前期の玉作の研究」によった。
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